
１．件 名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（女川２号機  

（１７６）、柏崎刈羽６，７号機（５２５）、浜岡４号機（１８２）、

島根２号機（１８７））」 

２．日 時：平成２９年２月２０日 １０時３０分～１１時３５分 

３．場 所：原子力規制庁 １３階 Ｂ会議室 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

  （新基準適合性審査チーム） 

小林（貴）安全審査官、沼田安全審査官、卜部原子力規制専門員 

  （安全技術管理官（シビアアクシデント）付） 

堀田首席技術研究調査官 

  

事業者： 

東北電力株式会社：火力原子力本部 原子力部 副部長 他５名 

東京電力ホールディングス株式会社：原子力設備管理部 原子炉安全技術

グループ 課長 他４名 

中部電力株式会社：原子力本部 原子力部 部長 他４名 

中国電力株式会社：電源事業本部 マネージャー（原子力安全）他２名 

電源開発株式会社：炉心・安全室 安全技術タスク 担当 

日本原子力発電株式会社：発電管理室 技術・安全グループ 副長 他１

名 

北陸電力株式会社：原子力本部原子力部 原子力安全評価チーム課長 

 

５．要旨 

（１）東北電力株式会社、東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株

式会社及び中国電力株式会社（以下「ＢＷＲ４社」という。）から、炉

心損傷前の重大事故対策等の有効性評価に用いるＳＣＡＴコード及び

ＳＡＦＥＲコード、重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシ

デントの解析コードＭＡＡＰについて説明があった。 

（２）原子力規制庁は、今後資料の確認を行い、必要に応じて指摘を行ってい

く旨指摘した。 

（３）ＢＷＲ４社より、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・重大事故等対策の有効性評価に係るシビアアクシデント解析コードについ

て 


